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静脈栄養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分２と

して評価を行うこととされたが、令和６年６月１日以前より当該病棟にお

いて中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。 

（答）令和６年６月１日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を

超えている場合、令和６年６月１日以降は、処置等に係る医療区分２とし

て評価する。ただし、令和６年３月 31 日時点において、療養病棟入院基本

料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄

養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分３と

して取り扱う。 

 

問 27 問 26 のただし書について、令和６年４月１日以降に、中心静脈栄養を中

止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。 

（答）経過措置の対象とならない。 

 

【経腸栄養管理加算】 

問 28 「Ａ１０１」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算に

ついて、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈

栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」（以下「「経腸栄養ガイド

ライン」等を踏まえた説明」という。）とされているが、経腸栄養の開始後

に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。 

（答）説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期

間は、経腸栄養を開始した日から７日を限度とする。 

 

問 29 「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明について、具体的な内容如

何。 

（答）以下の内容について説明すること。 

・消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択

することが基本であるとされていること 

・中心静脈栄養によりカテーテル関連血流感染症が合併すること等の経腸

栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等 

 

問 30 経腸栄養管理加算について、「入棟前の１ヶ月間に経腸栄養が実施されて

いた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又

は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよ

いか。 

（答）他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても

算定できない。 
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問 31 経腸栄養管理加算について、「経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日

から７日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。」とさ

れているが、経腸栄養を開始した後に中止し、その後再開した場合につい

て、どのように考えればよいか。 

（答）経腸栄養を開始して７日以内に中止・再開した場合であっても、経腸栄

養を開始した日から７日間に限り算定できる。 

 

問 32 経腸栄養管理加算について、白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投

与している場合は算定可能か。 

（答）不可。 

 

問 33 経腸栄養管理加算について、「入院中１回に限り、経腸栄養を開始した日

から起算して７日を限度として、１日につき300点を所定点数に加算する。」

こととされているが、経腸栄養を開始した日から７日が経過した後に転棟

あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であって

も再度算定できるのか。 

（答）入院期間が通算される場合は算定できない。 

 

問 34 経腸栄養管理加算について、「入院中１回に限り、経腸栄養を開始した日

から起算して７日を限度として、１日につき300点を所定点数に加算する。」

こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せ

ずに１か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算さ

れない場合について、当該加算は再度算定可能か。 

（答）可能。 

 

【障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料】 

問 35 障害者施設等入院基本料の注６、注 13 及び注 14、特殊疾患入院医療管

理料の注４、注６及び注７、特殊疾患病棟入院料の注４、注６及び注７に

おいて、医療区分の評価に基づき相当する点数を算定することとされてい

るが、「医療区分・ＡＤＬ区分等に係る評価票 評価の手引き」の中心静脈

栄養の項目について、療養病棟入院基本料と有床診療所療養病床入院基本

料のいずれに準じて評価を行うのか。 

（答）有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う。 

 

【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】 

問 36 「Ａ１０８」有床診療所入院基本料の注３に規定する有床診療所在宅患

者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における医療・ケアの決

定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針


